
 

 

要 望 書 

 

本 年 ４ 月 か ら 、 新 し く 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が 始 ま り

ま し た 。  

将 来 の 医 療 費 の 伸 び や 、 世 代 間 の 負 担 の 見 直 し 等 を

見 据 え 医 療 制 度 改 革 が 行 わ れ た こ と は 、 今 後 さ ら に 進

む 高 齢 化 社 会 へ の 準 備 の 第 一 歩 と 考 え ま す 。  

当 広 域 連 合 や 構 成 市 町 村 は 、 制 度 施 行 に 向 け 準 備 を

す る と と も に 、 住 民 に 対 し て 制 度 周 知 や 広 報 活 動 を 行

な い ま し た 。 し か し 、 制 度 自 体 が 複 雑 な こ と や 、 激 変

緩 和 措 置 と し て の 保 険 料 の 金 額 や 徴 収 方 法 の 見 直 し に

よ り 分 か り に く い 制 度 と な り 、 被 保 険 者 の 不 安 や 不 公

平 感 が あ り ま す 。  

つ き ま し て は 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 を 適 確 に 実 施 す

る た め 、 次 の と お り 国 に 要 望 し ま す 。  

 

１  制 度 が 必 ず し も 国 民 に 理 解 さ れ て い な い こ と か ら 、

国 に お い て 制 度 周 知 を 十 分 に 図 る こ と 。  

２  後 期 高 齢 者 の 保 険 料 負 担 に つ い て 、 低 所 得 者 に 配

慮 す る な ど 、 き め 細 か な 軽 減 策 を 講 じ る こ と 。  

３  制 度 の 見 直 し 等 に よ り 新 た に 発 生 す る 負 担 や 経 費

に つ い て 、 国 が 適 切 な 財 源 措 置 を 講 じ る こ と 。  



 

 

 

 

４  制 度 の 見 直 し に あ た っ て は 、 次 の 対 応 を 行 う と と

も に 、 今 後 も 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 及 び 市 町 村 の

意 見 ・ 要 望 を 十 分 に 反 映 す る こ と 。  

(1)  保 険 料 軽 減 や 自 己 負 担 割 合 を 、世 帯 単 位 で は な く

個 人 ご と の 所 得 に よ り 判 定 す る こ と 。  

(2)  保 険 料 の 特 別 徴 収 に あ た っ て は 、対 象 と な る 年 金

を 、 引 去 り 可 能 な 年 金 と す る こ と 。  

(3)  特 定 健 診 と 後 期 高 齢 者 の 健 診 を 継 続 し て 行 え る

制 度 と し 、後 期 高 齢 者 の 保 健 事 業 を 義 務 化 す る と と

も に 、 国 民 健 康 保 険 と 同 様 な 公 費 負 担 と す る こ と 。 
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